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（図表 4-2-3-7-1）周産期死亡率（５年移動平均） 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

 

 

 

（７）周産期医療の体制 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現 状】 

（出生の状況） 

○ 本県の出生数は、昭和 55(1980)年の 19,638人から令和３(2021)年は 6,742人、出生率（人口千対）

は、昭和 55(1980)年の 13.8％から令和３(2021)年は 5.8％と、それぞれ約半減しています。また、合

計特殊出生率も昭和 55(1980)年の 1.95％から令和３(2021)年は 1.30％と減少しています。 
 

○ 本県における病院・診療所・助産所における出生は、昭和 40(1965)年の 75.9％から増加し、令和３

(2021)年は 99.9％（うち「病院」55.8％・「診療所」44.1％）と、ほとんどが病院・診療所における

出生となっています。（厚生労働省「人口動態統計」） 
 

○ 昭和 30(1955)年以降、本県の周産期死亡

率（出生千対）は全国と同様に低下傾向に

あり、平成 18(2006)年の 5.6％から令和４

(2022)年は 3.6％と低下しましたが、年

により変動があります。（図表4-2-3-7-1） 
 

○ 2,500g未満の低出生体重児の出生数及

び割合は、平成２(1990)年に 856 人、

6.01％、平成 12(2000)年に 1,032 人、

8.32％、平成22(2010)年は916人、9.40％、

令和３(2021)年は 609人、9.41％と推移

しており、全体の出生数が減少している 

中で、割合は増加傾向にあります。（図表 4-2-3-7-2） 

 
○ 1,500g未満の極低出生体重児の出生割合は、平成２(1990)年に 0.53％、平成 12(2000)年に 0.64％、

平成 22(2010)年に 0.83％、令和３(2021)年は 0.65％と年により変動があります。（図表 4-2-3-7-2） 
 

＜計画期間で重点的に取り組む施策＞ 

○ 県内の分娩取扱医療機関数が減少傾向にあるなかで、どの地域においても安心して妊娠・出産できる安

全な周産期医療体制を整備・維持するため、周産期医療を担う医療従事者の育成・確保や妊産婦の通院負

担の軽減等を図ります。 

 

○ 低出生体重児の割合が増加傾向にあるなかで、ハイリスク症例への対応、周産期の救急搬送対応の強化

を図るため、ＩＣＴを活用した取組などにより、医療機関同士や市町村・消防等、関係機関の連携を一層

推進します。 

 

○ 災害時や新興感染症のまん延時における周産期医療体制を確保するため、平時から、医療機関間の役割

分担や連携体制の構築を推進します。 
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（図表 4-2-3-7-2）出生時の体重別出生数及び割合の推移［単位：人（％）］ 

 
資料：厚生労働省「人口動態調査」 

（周産期医療従事者数・医療機関数） 

○ 本県の産婦人科医師数は、平成６(1994)年の132人をピークに年々減少していましたが、平成14(2002)

年以降はほぼ横ばいで推移しています。（図表 4-2-3-7-3） 
 
○ 本県の令和２(2020)年の産婦人科医師数（15～49 歳女性人口 10 万対）は、全国よりも低い水準と

なっており、二次保健医療圏ごとにみると、胆江、釜石、久慈保健医療圏で特に少なくなっています。 

（図表 4-2-3-7-3）産婦人科医師数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計（調査）」    
 

○ 本県の小児科医師数は、平成 10 

(1998)年以降ほぼ横ばいで推移し 
ています。（図表 4-2-3-7-4） 

 
○ 本県の令和２(2020)年の小児科 

医師数（15歳未満人口 10万対）は、 
全国よりもかなり低い水準となって 
おり、二次保健医療圏ごとにみると、 
盛岡保健医療圏に集中している一方、 
胆江、釜石保健医療圏が少なくなっ 
ています。 

H2(1990) 14,254 22 (0.15) 54 (0.38) 76 (0.53) 114 (0.80) 666 (4.67) 856 (6.01)

H7(1995) 13,021 34 (0.26) 52 (0.40) 86 (0.66) 96 (0.74) 696 (5.35) 878 (6.74)

H12(2000) 12,410 21 (0.17) 58 (0.47) 79 (0.64) 125 (1.01) 828 (6.67) 1,032 (8.32)

H17(2005) 10,545 34 (0.32) 59 (0.56) 93 (0.88) 138 (1.31) 756 (7.17) 987 (9.36)

H22(2010) 9,745 35 (0.36) 46 (0.47) 81 (0.83) 112 (1.15) 723 (7.42) 916 (9.40)

H27(2015) 8,814 29 (0.33) 37 (0.42) 66 (0.75) 115 (1.30) 629 (7.14) 810 (9.19)

H28(2016) 8,341 24 (0.29) 44 (0.53) 68 (0.82) 123 (1.47) 625 (7.49) 816 (9.78)

H29(2017) 8,175 24 (0.29) 31 (0.38) 55 (0.67) 102 (1.25) 639 (7.82) 796 (9.74)

H30(2018) 7,615 28 (0.37) 39 (0.51) 67 (0.88) 103 (1.35) 600 (7.88) 770 (10.11)

R1(2019) 6,974 24 (0.34) 42 (0.60) 66 (0.95) 97 (1.39) 529 (7.59) 692 (9.92)

R2(2020) 6,718 28 (0.42) 36 (0.54) 64 (0.95) 85 (1.27) 499 (7.43) 648 (9.65)

R3(2021) 6,472 21 (0.32) 21 (0.32) 42 (0.65) 96 (1.48) 471 (7.28) 609 (9.41)

年
県内

出生数

低出生体重児数
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計
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2,000ｇ未満

2,000ｇ～
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極低出生体重数

小計

（図表 4-2-3-7-4）小児科医師数の推移 

 
資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計（調査）」 
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○ 県内の分娩取扱医療機関数は、平成 23(2011)年の 39施設から、令和５(2023)年は 21施設と減少し

ています。二次保健医療圏ごとにみると盛岡保健医療圏に集中していますが、分娩取扱診療所につい

ては、医師の高齢化等により、盛岡保健医療圏を含む県内全域で減少しています。 
 

○ 就業助産師数は、平成12(2000)年度の406人から、令和２(2020)年度には390人に減少しています。 
 
○ 院内助産を実施している医療機関数は、県内で２施設、助産師外来 71を実施している医療機関数は、

県内で 12施設あります。 
 

（周産期医療の体制） 

○ 県では、これまで限られた周産期医療資源の下、医療機関の機能分担や連携の一層の強化を図るた

め、「周産期医療体制整備指針」（平成 22年１月 26日医政発 0126第１号厚生労働省医政局長通知の別

添２）に基づき、総合周産期母子医療センターを中核として、地域周産期母子医療センター、協力病

院、分娩取扱医療機関、助産所及び市町村との連携を進める「岩手県周産期医療体制整備計画」（平成

23(2011)年度から平成 27(2015)年度）を平成 23(2011)年２月に策定しました。 

また、災害、救急等の他事業や、精神疾患等の他疾患の診療体制との一層の連携強化を図るため、

それまでの周産期医療体制整備計画を平成 30(2018)年度からは「岩手県保健医療計画」に一体化し、

取組を進めてきました。 
 

○ 本県における総合的な周産期医療体制の整備及び周産期医療に関する事項について協議を行うため

岩手県周産期・小児医療協議会を設置しています。 
 

○ 県では、平成 20(2008)年度に患者搬送や受療動向を踏まえ、岩手県周産期医療協議会での検討を経

て、県内４つの周産期医療圏を設定し、医療機関の機能分担と連携の下、分娩リスクに応じた適切な

医療提供体制の整備に努めています。 
 

○ 県では、岩手医科大学附属病院を総合周産期母子医療センターとして指定しハイリスク妊産婦に対

する医療及び高度な新生児医療を提供しているほか、県内４つの周産期医療圏に９つの地域周産期医

療センターを認定し、周産期に係る比較的高度な医療を提供しています。 
 

○ 総合周産期母子医療センターである岩手医科大学附属病院では、母体・胎児集中治療管理室（ＭＦ

ＩＣＵ）72９床及び新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）7324床を整備しており、ハイリスク妊産婦に対

する医療及び高度な新生児医療を提供しています。 
 

○ 晩婚化による出産の高齢化等により、リスクの高い分娩が増加していますが、ハイリスク分娩の妊

産婦に対する分娩管理を行う「ハイリスク分娩管理加算」の届出を行っている医療機関が９施設、「ハ

イリスク妊産婦連携指導料１・２」の届出を行っている医療機関が 12施設あり、これらの医療機関に

おいて、ハイリスクの妊産婦に対する医療を提供しています。（厚生労働省「診療報酬施設基準（令和

                                                   
71 助産師外来：医療機関等において、外来で、正常経過の妊産婦の健康診査と保健指導を助産師が自立して行うものを指す。 
72 母体・胎児集中治療管理室（ＭＦＩＣＵ）：Maternal-Fetal Intensive Care Unitの略で、母体又は胎児におけるハイリスク妊娠に対応でき

る機器を備え、産科のスタッフ等が 24時間対応する治療室を指す。 
73 新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）：Neonatal Intensive Care Unitの略で、新生児の治療に必要な保育器、人工呼吸器等を備え、24時間体

制で集中治療が必要な新生児のための集中治療室を指す。 
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５(2023)年７月１日現在）」） 
 

○ 周産期救急患者の迅速かつ適切な受入れ先の確保を図るため、総合周産期母子医療センターに「周

産期救急搬送コーディネーター74」を平成 23(2011)年から配置しており、令和４(2020)年度は 402件

の搬送を調整しています。 

  また、母体・新生児搬送のうち受入困難事例の件数のうち、現場滞在時間が 30分以上の件数は、令

和３(2021)年は５件となっています。（総務省消防庁「救急搬送における医療機関の受入状況等実態調

査」） 
 

○ 緊急の医療的処置を要する新生児を安全かつ迅速に総合周産期母子医療センターに搬送するため、

令和４(2022)年４月からドクターヘリによる新生児搬送を開始し、令和５(2023)年８月時点で３件の

搬送を行っています。 

 
○ モバイル型妊婦胎児遠隔モニターが周産期母子医療センターに配備されており、母体の救急搬

送時にリアルタイムで母体や胎児の情報を搬送先の医療機関に送信することで、迅速な医療提供

につながっています。 

 
（ＩＣＴを活用した医療情報連携） 

○ 妊娠のリスクに応じた周産期医療を提供するために、インターネットを介して、周産期医療機関及

び市町村等が妊産婦等の搬送等に必要な医療情報を共有する岩手県周産期医療情報ネットワーク「い

ーはとーぶ」を整備し、平成 21(2009)年度から運用を開始しており、母体救急搬送や保健指導に活用

されています。 
 

○ 県内の分娩取扱医療機関等に超音波画像診断装置（エコー機）や超音波画像伝送システム等を整備

し、胎児の先天性心疾患等に関する連携診断体制を整備しています。 
 
（周産期医療関係者に対する研修） 

○ これまで、周産期医療従事者や救急搬送関係者を対象として、新生児蘇生法や母体救命に関する研

修を実施してきたほか、超音波診断装置の操作や画像読影等の専門的な研修により、人材育成を行っ

てきました。 
 
（周産期における災害対策） 

○ 平成 23(2011)年の東日本大震災津波の際には、被災直後から総合周産期母子医療センターである岩

手医科大学附属病院が中心となって、全県的な周産期医療ネットワークの下、被災地からの妊婦や新

生児の搬送が行われました。 
 

○ また、岩手県周産期医療情報ネットワークシステム「いーはとーぶ」に登録されていた妊産婦の健

診・診療情報が、被災した妊産婦の安否確認や搬送先での適切な医療の提供、流失した母子健康手帳

の再交付等に役立つなど、平時から形成されていた本県の周産期医療ネットワークが、災害時におい

                                                   
74 周産期救急搬送コーディネーター：医療機関相互の連携を強化するため配置しており、医療機関や消防施設から母体や新生児の受入れ施設の

調整の要請を受け、病状に応じて専門病院等の搬送先の調整・確保等を行っている。 
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ても有効に機能しました。 
 

○ 県では、災害時に周産期・小児医療に特化した支援・調整を行う「災害時小児周産期リエゾン」75を

養成するため、平成 28(2016)年度から国が実施している研修会に産科医及び小児科医を派遣していま

す。 
 
（地域で妊産婦を支える取組） 

○ 母子保健を担当する市町村と産科医療機関が岩手県周産期医療情報ネットワークシステム「いーは

とーぶ」を活用して妊産婦健診や診療情報を共有し、特定妊婦や産後うつ等への対応が行われていま

す。 
 

○ 分娩取扱施設が減少し、遠距離の通院をせざるを得ない妊産婦が増加している中、県は市町村と連

携し、妊産婦の通院に係る交通費等に対して支援（アクセス支援）を行っています。 
 

○ また、市町村においては、妊婦に対する栄養相談・指導などの保健指導や子育て相談など、妊娠期

から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため「産前・産後サポート事業」や「産後ケア事業」

への取組が広がっており、県は産後ケア事業の無償化を行う市町村を支援しています。 
 

○ 県内の一部の地域においては、安心して妊娠から出産までを過ごすことができるよう、オンラ

インを活用した相談体制の整備が進んでいます。 

 

（新興感染症の発生・まん延時の周産期医療体制） 

○ 新型コロナウイルス感染症の全国的なまん延時には、総合周産期母子医療センター及び地域周

産期母子医療センターを中心にとした医療機関間の役割分担により対応しました。 

 

【求められる医療機能等】 

○ 産科医、小児科医の不足や地域偏在など本県の周産期医療を取巻く厳しい環境に対応するため、周

産期医療機関の機能分担と連携を一層進め、妊娠のリスクに応じた適切な周産期医療を提供します。 

区 分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

低リスク 

（正常分娩等を扱

う機能） 

ア 主に正常分娩に対応すること 
イ 妊婦等健診を含めた分娩前後の診療を提供すること 
ウ 周産期母子医療センター等他の医療機関との連携により、合併症やリスク

の低い帝王切開術に対応すること 
エ 妊産婦のメンタルヘルスに対応可能であること 
オ 緊急時の搬送にあたっては、周産期救急情報システム等を活用し、病態や

緊急度に応じて適切な医療機関を選定すること。また、平時から近隣の高次

施設との連携体制を構築すること 

分娩可能な病院・診

療所 

ア 妊産婦の歯科健康診査等を含めた妊産婦の口腔診療を提供すること。 歯科診療所 
ア 低リスク妊娠の妊婦健診を行うこと 
イ 妊産婦の保健指導を行うこと 
ウ 市町村と連携し、妊産婦のサポートを行うこと 

助産所 

                                                   
75 災害時小児周産期リエゾン：災害時に、小児・周産期医療体制の支援及び搬送等に必要な知識及び技能等を有し、災害対策本部等で小児・周

産期医療に関する情報を集約し、適切な判断を行う者を指す。国では医師、看護師、助産師を対象として「災害時小児周産期リエゾン」の養成

研修を行っている。 
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区 分 求められる医療機能等 医療機関等の例 

ア 妊産婦健康診査・歯科健康診査を行うこと 
イ 妊産婦の保健指導を行うこと 
ウ 周産期医療提供機関と連携し、妊産婦のサポートを行うこと 

市町村 

中・低リスク 

（周産期に係る比

較的高度な医療行

為を行うことができ

る機能） 

ア 機能 
・産科、小児科（新生児診療を担当するもの）等を備え、周産期に係る比較

的高度な医療行為を行うことができる医療施設であること 
・地域周産期医療関連施設等からの救急搬送や総合周産期母子医療センター

からの戻り搬送を受け入れるなど、総合周産期母子医療センターその他の

地域周産期医療関連施設等との連携を図ることができること 
イ 整備内容 

① 施設数 
１つ又は複数の２次医療圏に１か所ないし必要に応じそれ以上設ける 

② 診療科目 
産科、小児科（新生児医療を担当するもの）を有するものとする 

③ 設備 
ａ 産科には、次に掲げる設備を備えることが望ましい 
・緊急帝王切開術等の実施に必要な医療機器 ・分娩監視装置 
・超音波診断装置（カラードップラー機能を有するものに限る） 
・微量輸液装置 
・その他産科医療に必要な設備 
ｂ 小児科等には新生児病室を有し、次の掲げる設備を備えるＮＩＣＵを設

けることが望ましい 
・新生児用呼吸循環監視装置 ・新生児用人工換気装置 ・保育器 
・その他の新生児集中治療に必要な設備 
④ 職員 

次に掲げる職員を配置することが望ましい 

ａ 小児科（新生児医療を担当するもの）については、24 時間体制を確保

するために必要な職員 

ｂ 産科については、帝王切開術が必要な場合に迅速（おおむね 30分以内）

に手術への対応が可能となるような医師（麻酔科医を含む。）及びその他

の各種職員 
ｃ 新生児病室については、次に掲げる職員 
・24時間体制で病院内に小児科を担当する医師が勤務していること 
・各地域周産期母子医療センターにおいて設定した水準の新生児医療を提供

するために必要な看護師が適当数勤務していること 
・臨床心理士等の臨床心理技術者を配置すること 

ウ 連携機能 
・総合周産期母子医療センターからの戻り搬送の受入れ、オープンシステム・

セミオープンシステム等の活用、合同症例検討会の開催等により、総合周

産期母子医療センターその他の地域周産期医療関連施設等と連携を図るこ

と 

地域周産期母子医

療センター 

ア 機能 
・産科、小児科（新生児医療を担当するもの）等を備え、地域周産期母子医

療センターに準じた医療行為を行うことができる医療施設であること 
・総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療センターと連携を図り、

状況に応じ地域周産期母子医療センター機能を補完していくことができる

こと 
・地域における医療機関と連携を図り、入院及び分娩に関する連絡調整を行

うことができること 
イ 整備内容 
① 診療科目 

産科、小児科（新生児医療を担当するもの）を有するものとする 
② 設備 
ａ 産科には、緊急帝王切開術等高度な医療を提供することのできる設備を

備えていることが望ましい 
ｂ 小児科には新生児治療に適切な設備を備えていることが望ましい 
 
③ 医療従事者 

以下の医療従事者を配置していることが望ましい 
ａ 産科については、帝王切開術が必要な場合に児の嫡出が可能となるよう

な医師及びその他の各種職員が確保されていること 
ｂ 新生児病室については、小児科を担当する医師が勤務し、未熟児養育医
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療に習熟した医師及び看護師が確保されていること 
ウ 連携機能 

地域の医療機関との連携機能を有し、症例検討会等を開催すること 
ハイリスク 

（母体又は児にお

けるリスクの高い妊

娠に対する医療及

び高度な新生児医

療等の周産期医療

を行うことができる

機能） 

ア 機能 
・相当規模のＭＦＩＣＵを含む産科病棟及びＮＩＣＵを含む新生児病棟を備え、

常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し、合併症妊娠（重症妊娠高血圧症

候群、切迫早産等）、胎児･新生児異常（超低出生体重児､先天異常児等）等

母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療、高度な新生児医療等の

周産期医療を行うとともに、必要に応じて当該施設の関係診療科又は他の施

設と連携し、産科合併症以外の合併症（脳血管疾患、心疾患、敗血症、外傷、

精神疾患等）を有する母体に対応することができる施設であること 
・県下各地域の地域周産期医療関連施設等からの救急搬送を受け入れるなど、

周産期医療体制の中核として地域周産期母子医療センターその他の地域周産

期医療関連施設等との連携を図れる施設であること 
イ 整備内容 

① 施設数 
県内に１施設とする 

② 診療科目 
産科及び新生児医療を専門とする小児科（ＭＦＩＣＵ及びＮＩＣＵを

有するものに限る。）、麻酔科その他の関係診療科を有すること 
③ 関係診療科との連携 

総合周産期母子医療センターは、当該施設の関係診療科と日頃から緊

密な連携を図ること。特に、精神科との施設内連携を図り、精神疾患を

合併する妊産婦についても対応可能な体制を整えるものとする 
④ 設備等 

次の設備を備えるものとする 
ａ ＭＦＩＣＵ 
・分娩監視装置 ・呼吸循環監視装置 
・超音波診断装置（カラードップラー機能を有するものに限る。） 
・その他母体・胎児集中治療に必要な設備 
ｂ ＮＩＣＵ 
・新生児用呼吸循環監視装置・新生児用人工換気装置 
・超音波診断装置（カラードップラー機能を有するものに限る） 
・新生児搬送用保育器・その他新生児集中治療に必要な設備 
ｃ ＧＣＵ 
・ＮＩＣＵから退出した児並びに輸液、酸素投与等の処置及び心拍呼吸監視

装置の使用を必要とする新生児の治療に必要な設備を備えること 
d 検査機能 
・血液一般検査、血液凝固系検査、生化学一般検査、血液ガス検査、輸血用

検査、エックス線検査、超音波診断装置（カラードップラー機能を有する

ものに限る。）による検査及び分娩監査装置による連続的な監視が常時可

能であること 
e 輸血の確保 
・血小板等成分輸血を含めた輸血の供給ルートを常に確保し、緊急時の大量

使用に備えることができること 
ウ 病床数 

・ＭＦＩＣＵの病床は９床以上、ＮＩＣＵの病床数は 21床以上とする 
エ 職員 

① ＭＦＩＣＵ 
・24時間体制で産科を担当する複数の医師が勤務していること 
・常時３床に１人の助産師又は看護師が勤務していること 
② ＮＩＣＵ 
・24時間体制で常時新生児を担当する医師が勤務していること 
・常時３床に１人の看護師が勤務していること 
・臨床心理士等の臨床心理技術者を配置していること 
③ ＧＣＵ 
・常時６床に１人の看護師が勤務していること 
④ 分娩室 
・助産師又は看護師が病棟とは独立して勤務していること。ただし、ＭＦＩ

ＣＵの勤務を兼ねることは差し支えない 
⑤ 麻酔科医 
・麻酔科医を配置していること 

総合周産期母子医

療センター 
（岩手医科大学附

属病院） 




